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         原田正純（熊本学園大学） 

公害とは人為的環境汚染によってその環境に広汎性の負の（好ましからざる）影響を

もたらすものを言っている。わが国では公害は生物、とくに人間に対する悪影響（その

生存に危機をもたらすような汚染）に限定して言ってきたと言える。それは四大公害を

はじめ各地の公害裁判が極限の健康被害に対する損害賠償請求訴訟という形で争われ

てきた経緯から見てわかる。しかし、本来ならばそのような究極の破壊以前に防止対策

が必要であった。それは、一度破壊された健康や自然を回復、再生することが極めて困

難であることを水俣病は示しているからである。 

水俣病はしばしば「公害の原点」と言われ、世界中から注目された事件である。その

理由は主に二つある。一つはその発生のメカニズムにある。すなわち、環境汚染によっ

て食物連鎖を通じておこった有機水銀中毒であった（1）。水俣病以前の中毒は、有機水

銀を扱う労働者、農民の職業的な中毒であったり、誤って摂食したり、医薬品として使

用したりして、いずれも直接的な中毒であった（2）。もう一つは胎児性(Congenital 

Minamata Disease)水俣病の発見である。胎盤を経由しておこった中毒の存在が明らか

になったのも、また人類初の経験であった（3,4,5,6）。長い生物の進化の過程で母親の

胎盤は胎児を毒物から護ってきた。しかし、もはや母親の胎盤は胎児を毒物から護りき

れないことを示したのである。 

このように水俣病は人類史上はじめての経験であったから医学的にはもちろん、自然

科学的な側面から広く社会的、政治的、法律的、政策的、倫理的な側面などに多様な影

響を与えた。それは二十一世紀の人類生存の未来に示唆を与えた。水俣病の事象を具体

的に述べ、総括し、人類史的な視点から考察を試みる。 

環境汚染の被害は弱者に始まる 

水俣市の漁村地区で脳炎様症状の幼児が次々と発見されたために、１９５６年５月１

日、医師たちは「原因不明の中枢神経疾患が多発している」と水俣保健所に届けた（7）。 

この日が水俣病正式発見の日とされた。 

 最初に患者が発見された田中家は水俣湾の中の、さらに奥まった海辺にあった。満潮

の時は窓から糸を垂れると魚が釣れそうなところだった。このように最初の犠牲者は自

然の中に自然とともに生きてきた人びとであった。 

 当然のことであるが、環境汚染によって健康被害が起こるときその環境に住む生理的

弱者、すなわち、胎児、幼児、老人、病人が最も早く、重大に被害を受ける。同時に自

然の中に自然とともに生きている人びと、すなわち、自然に対する依拠度の高い人々が

真っ先に重大な被害を受けることを示している。これらの人々は自らの権利や意見を表

象できない、どちらかと言えば社会的には弱い立場の人々が多い（8,9）。 
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原因は魚貝類 

 医師たちは最初、伝染病を疑った。そして、患者たちを伝染病隔離病棟に収容した。

そのために、長いこと患者たちは住民から嫌われて差別されることになった。しかし、

疫学的な調査の結果、伝染病であることはすぐ否定されていた。 

水俣病はある日、突然起こるものではない。１９５０年ころから水俣湾周辺では異常

な現象がおこっていた。水俣湾内で大量の魚が海面に浮上したり、海鳥が飛べなくなっ

たりするのを漁師たちは目撃していた。牡蠣やあさりが蓋をあけて腐敗して悪臭を放ち、

漁獲量は激減した。１９５３年ころになると魚を多食するネコたちが涎れを流し、ふら

ふらと歩き、全身痙攣をおこし、くるくると激しく回転運動したり、飛び上がって突進

したりする異常な行動をするのが見られた。ついには漁村にネコがいなくなってしまっ

た。これらの自然界の異変は次に人間に異変が起こる前兆であった。人々はネコ踊り病

といって不吉な予感を感じていた。医師たちはネコの話から病気の原因として水俣湾内

の魚貝類を疑っていた。１９５７年２月には熊本市から持っていったネコを水俣病の多

発地区で飼ったら、３２日から６５日で全部のネコが発病した。この事実によって原因

は魚貝類であることが確定的となった（7,10）。 

しかし、熊本県、厚生省も「原因不明」という理由で魚貝類の摂食禁止や漁獲禁止の

措置をとらなかった。また、行政はチッソに対しても廃水の一時停止をさせるなどの措

置もとらなかった。これは明らかに食品衛生法違反であった。 

 １９５６年８月、熊本大学医学部は水俣病研究班を発足させて、原因物質の解明に着

手した。当然のことであったが、医学部の研究陣はチッソの内部で何が生産され、どの

ような過程でどのような物質が使われているのか知らなかった。そのため原因物質の割

り出しは難航した。この時、工場内の技術者、研究者、同じ大学の工学部関係者から一

切協力を得られなかった。 

１９５８年になると症例の蓄積によって、水俣病の臨床症状や病理所見の特徴が明ら

かになってきた。すなわち、感覚障害、視野狭窄、運動失調、言語障害、聴力障害、振

戦など中枢神経の障害が特徴であること、病理学的にも傷害部位や傷害のやられかたに

特徴があることが明らかになった（2,7,10）。そこで、このような臨床､病理学的特徴を

もった病気はないか世界中の症例報告を検討した。その結果、１９４０年におこったイ

ギリスの有機水銀農薬製造工場でおこった職業性有機水銀中毒と水俣病とが全く同じ

であることが分かった。それによって、有機水銀が有力な原因物質として浮かび上がっ

てきたのである（11）。 

 同時に、熊本大学医学部研究班は水俣湾の底泥の中から高濃度の水銀を検出したのを

手始めに、魚貝類、水俣病ネコからも患者の頭髪、遺体の臓器からも高濃度の水銀を検

出した。さらに、有機水銀を直接ネコに投与すると水俣湾内の魚貝類を与えたネコと同

じ症状を起こすことも確かめられた。さらに、決め手となったのは水俣病をおこす魚貝

類からとチッソの廃棄スラッジからメチル水銀を抽出することに成功したことであっ
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た（10）。 

原因企業と行政の対応 

 ネコに対する投与実験から、原因は水俣湾産の魚貝類であることは１９５６－５７年

にはすでに明らかになっていた。原因物質が分からなかったとしても、被害拡大防止の

対策を立てることは十分可能であった。漁業が壊滅し、人が死に傷つく非常事態であっ

たが、それでも、チッソ、行政は何の対策もとらなかった。そのために、被害は不知火

海全体に拡大してしまった。 

 １９５９年１１月１２日になって、やっと熊本大学医学部水俣病研究班は厚生省に対

して「水俣病の原因は、水俣湾およびその周辺の魚貝類を食べて起こった有機水銀化合

物である」と報告をした。しかし、厚生省は翌日１３日に熊本大学の研究班を解散させ、

１９６０年１月９日に「水俣病綜合調査連絡協議会」を発足させた。その研究班には著

名な学者を綺羅星のごとく並べた。一方、日本化学協会は私的研究班を発足させたが、

二つの班とも､熊本大学の有機水銀説に反論しただけで自らの成果はないまま自然消滅

する。後で分かったがこの時、チッソは工場内のネコ実験で工場廃水が原因であること

を確認していたのである（7,8）。 

 同年１１月２日、工場廃水の停止を求めて工場に押しかけてきた不知火沿岸漁民たち

を警察は検挙し、起訴した。結果は漁協幹部３人が懲役１年から８ヶ月（執行猶予付）、

５２人に罰金刑の判決が下された(12,13)。逮捕すべきは工場側であった。公害は権力

の中枢部や経済的に豊かな上級の人間から起こることはない。 

魚を食べない水俣病はない。 

 私たちは水俣病多発地区に水俣病の発生と時を同じくして多数の脳性まひが発生し

ていることに気付いた。しかし、この子らは「魚を食べていない、生まれつきだから水

俣病ではない」と言われていた。しかし、水俣病の多発地区の湯堂では１０人の小児水

俣病が発生していて、そこに７人の脳性小児まひがいた（5,6）。彼ら(当時 17 人)はい

ずれも重症で知的障害、言語障害、共同運動障害、四肢変形、原始反射、発育･栄養障

害、流涎、発作症状、斜視など共通の症状がみられた。したがって、それから同一原因

による同一疾患であるという仮説を立てた。 

 そして、発生率が異常に高いこと（６．９１％）。発生場所と発生時期が水俣病と完

全に一致すること。家族に水俣病患者がいること。母親が妊娠中に水俣湾産の魚貝類を

多食したこと。軽症だが母親にも水俣病の症状がみられることなどの疫学的条件から

“胎盤を経由した胎児の水俣病”と結論した（3,5,7）。１９６２年９月、１人の患者が

死亡した。その子の解剖所見から胎生期に発病した有機水銀中毒であることが証明され

てやっと水俣病であることが認められた。これは人類史上、初めての胎盤経由の中毒の

発見であった。その後、患者は次々と発見されて２００４年までに私が確認した胎児性

患者は６６人うち１３人が死亡している（3,6）。 

子宮は環境である 
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  胎児性水俣病であることの確認が遅れた理由の一つは人類が初めて経験した胎盤経

由の胎児の中毒であったからであるが、もう一つは証拠がないと言われたことであった。

出産時の頭髪や血液の水銀値が測定されていたなら診断も容易であったかもしれない。  

ところが日本には古くから臍帯を保存する習慣があることに気付いた。早速、集めて保

存臍帯のメチル水銀値を分析してみるとチッソ水俣工場から放出されたメチル水銀量

(推定)と臍帯中のメチル水銀値、胎児性水俣病患者数とが一致した（1,5,14）。 

  この結果は、子宮は環境であることを物語っている。環境を汚すと言うことは未来の

いのちを汚すことになるということである。 

  その後、アイソトープを使った動物実験で無機水銀は肝臓、心臓、骨髄など限られた

臓器に蓄積され、かつ胎盤は通過しない。しかし、有機水銀は胎盤を通過して胎児の脳

に蓄積されるばかりでなく、全身いたるところに蓄積されることが確かめられた（5,15）。 

胎児性水俣病の教訓 

広範な環境汚染による食物連鎖を介しての水俣病の発生は従来の中毒学、公衆衛生学、

環境医学に大きな影響をもたらした。加えて、胎児性水俣病の発生は発生学、胎生医学

や毒性の安全基準の考え方はもちろん優生学などにまで大きな影響を与えた。 

水俣以外での胎児性水俣病は新潟水俣病で１例、１９５２年スウェーデンで１例、ア

メリカで１９６９年に１例、１９７２年にイラクで５例報告されている（5）。 

 １９６８年の夏から西日本一帯に黒い痤瘡（acne）やさまざまな皮膚症状、全身症状

をもつ患者が多発した。その原因は食用にした米ぬか油（カネミ油）に混入したＰＣＢ

中毒であるということになった。後に、ＰＣＢだけではなくＰＣＤＦ、Ｃｏ ―ＰＣＢ

などの複合汚染であることが分かった。この時、これら有機塩素系物質は胎盤を通過し

て胎児性油症（黒い赤ちゃん）をおこした。 

 １９６１年から１９７１年の間に膨大な枯葉剤が撒かれた南ベトナムでは死産、流産、

先天異常、がんが多発した（5,8,16）。 

 薬物によっても、サリドマイド児（１９６１年）のように胎盤を通過して胎児に障害

を与えることが明らかになっている。 

もはや、胎盤は胎児を化学物質から護れなくなったのは科学・技術の発展がもたらし

た負の効果である。その事実を胎児性水俣病はいち早く人類に示してくれたのであった。

しかし、胎盤を通過する化学物質が環境を汚染するようになったのは、この１００年で

ある。それは生物の進化の歴史からすれば、ほんの一瞬に過ぎない。その一瞬でわれわ

れは長い人類の歴史を変えようとしている。 

胎児はヒトか 

胎児性水俣病の発見は医学的にはもちろん、法社会学的、倫理学的にもさまざまな問

題を提供した。新潟水俣病では公式には胎児性水俣病は１人である。その理由は、新潟

県が１９６５年８月、頭髪水銀値が５０ppm 以上の妊娠可能な女性（１６－５０歳）に

受胎調節の指導を行ったことによる。 
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 妊娠規制を受けた７人の婦人が新潟水俣病裁判で損害賠償請求をおこした。そのうち 

２人は１９６６年に中絶した。１人は１９６５年９月に不妊手術を受けている。判決で 

は不妊手術を受けた１人に５０万円を、５人に３０万円を支払うように命じた。 

１９７５年１月、チッソ本社交渉で自主交渉派患者のリーダー川本輝夫が暴行傷害罪 

で有罪判決がおりた。そのことに怒った患者たちがチッソの元社長、元工場長を殺人･

傷害罪で告訴した（13）。検察はそれまでに何回も業務上過失致死傷でチッソの責任者

を起訴する機会があった。しかし、検察側はそれをしなかったばかりか、１９５９年に

は廃水停止を要求して工場内になだれ込んだ漁民を捕え裁判にかけた（12）。 

１９７５年になって検察がいよいよ起訴しようと決意した時、水俣病の発生からすで

に２０年が経過しており大部分が時効になっていた。ところが、１９６０年８月２８日

生まれの上村君という１３歳の患者が死亡して剖検された結果、胎児性水俣病と確認さ

れた。時効は被害を知ってから３年であるからこの患者だけは時効になっていなかった。 

１９７６年５月、検察は時効寸前にこの上村君の傷害致死罪ということでチッソ元幹部

を起訴した。 

伝統的には胎児の生命･身体に対する傷害行為は母体に対する傷害と考えれば足りる

とされてきた。胎児性水俣病の場合のように母体内に居て、母体とは別に独立して重篤

な傷害を受けた場合には法的、制度的にも対応できなかった。今後、同様な例が発生す

る可能性は大きい。これらは人類史上全く新しい事態の発生であったから、法律がそれ

にどう対応できるか問われた事件となった。 

１９７９年３月、熊本地方裁判所は多少強引に「胎児性水俣病によるものであっても

業務上過失致死罪は成立する」と判決して、被告に対して業務上過失致死罪で禁固２年

（執行猶予３年）の判決を下した。被告側はもちろん控訴、上告したが最高裁は１９８

８年３月１日上告を棄却して有罪が確定した（8）。 

 この胎児性水俣病の傷害致死をめぐる判決は中絶や出生前診断との関連で医学的、優 

生学的、倫理的にも法的にも議論を引き起こした。 

貧困と差別 

 水俣病の発生は市全体に当然パニックを起こした。患者たちが避病舎（伝染病隔離病

棟）に入院するに至ってパニックは極限に達した。恐怖から患者の家族たちは村八分同

様の状況に置かれた。しかも、魚貝類が原因だと言うことになると水俣産の魚貝類は一

切売れなくなってしまった。これに怒った漁民たちはチッソに廃水停止を要求するのだ

が、暴走したために警察の弾圧を自ら呼び込んだ。漁民たちのもって行き場のない怒り

は理不尽にも患者たちへ向けられていった（7,9）。 

 １９７５年、私たちはカナダ、オンタリオ州ケノラ地区の先住民（インデアン）居留

地の水銀汚染調査に出かけた。そこで見たものは自然の中に、自然と共に生きている人

たちにとって、川や湖の魚と森の獣以外に食べるものはないという状況と隔離された人

種差別だった（8,17,18）。この時の調査では頭髪水銀値が高く、水俣病に特有な症状を
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もつ者を発見した。しかし、症状が比較的軽かったために州政府は水俣病と認めなかっ

た。その一方で１０年後の１９８５年に州政府は水銀障害委員会を設置して１４０人を

救済の対象者として補償金を支払っている(19)。 

 ここで私たちが学んだことは「公害がおこって差別がおこるのではなく、差別のある

ところに公害がおこる」という現実であった。それはその後、アマゾンやアジアの各地

の環境汚染現場で確認されている（8,18,20）。 

何が水俣病か 

 ３０年に及ぶ水俣病裁判の争点の重要なものは因果関係、企業の過失、行政の責任、

病像論であった。因果関係は熊大の研究によって完全に証明されていたので、チッソは

反論の余地がなかった(10)。さらに、企業責任ではチッソは水俣病の予見はできなかっ

たから不可抗力であると主張したが、第一次訴訟判決（１９７３年３月２０日）でチッ

ソの過失は確定した（21）。行政責任は第三次訴訟提起（１９８０年５月２１日）以来

争われてきてた。熊本地裁、京都地裁、大阪高裁では認められ、大阪地裁、東京地裁、

新潟地裁では認めなられなかった。国は最高裁判所まで上告して争ったが、２００４年

１０月１５日、最高裁の判決は国・県に被害拡大責任があるという最終判定を下した。

これによって国・県の責任は確定したが、なんとそれに２２年の裁判が必要であった。

しかし、判決以後、新たな申請をする患者が急増して、３０００人を超えた。それにた

いして余りに行政が無策なために、1 部の患者はチッソ工場正門前に座り込みを始め、

他のグループは新たな裁判を始めて、問題の解決には程遠い。 

病像論とは「何が水俣病か」、「原告が被害者（水俣病）かどうかの」の論争である。

それは第二次訴訟提訴（１９７３年１月３０日）以来争われてきた（21、22）。水俣病

かどうかの判断は１９７０年から始まった「公害に係る健康被害の救済に関する特別措

置法」（後の公害健康被害補償法）によって水俣病認定審査会が行なってきた。現在ま

で認定された患者は２，２５６人、棄却された患者は延べ１９，４８１人である。審査

会は行政から診断基準を緩やかにするようにと通知されると（１９７１年環境庁次官通

知）大量の患者を認め、厳しくという通知が出されると（１９７７年通知）認定は狭く

なり認定患者数は減った。その結果「水俣病ではない」と棄却された患者の約２、００

０人が裁判をおこした。しかし、裁判所は原告の６５．５％から１００％、平均８６％

を被害者（水俣病）と認めた。その上で、認定基準の誤り、認定制度が医学的でもなく、

患者の救済にも有効でないと指摘した（21）。しかし、チッソと行政は控訴を繰り返し

て裁判の引き伸ばしを行った。そのために患者は膨大なエネルギーを費やされ、高齢化

してしまった(22,23)。認定制度は救済のための一定のルールを作るものの、認定基準

の運用次第では患者の救済にならないことを示した。 

  １９９５年、政府は和解案を出し、政治的な決着が試みた。翌年、チッソ、行政と患

者は和解した。その和解の内容は、裁判を取り下げ、今後、一切紛争をしないことを条

件に水俣病かどうか曖昧のまま１０，３５３人に一時金２６０万円を支給し、９，６５
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６人に医療手帳を発行して医療費、介護費などを負担するというものであった。１９９

６年、大部分の患者が和解して、裁判を取り下げた。しかし、それでは問題が終わって

いなかったことは先に述べた通りである。 

 病像論が曖昧にされたことは単に国内の問題に限らず、国際的なグローバルな問題で

もあった(24)。水銀による環境汚染から水俣病の発生までには５段階が考えられる。 

①最初に水銀を取り扱う労働者が直接ばく露による水銀中毒をおこす。これは職業性

の無機水銀中毒である。チッソでも最初に労働者の無機水銀中毒があった。②．環境中

で有機化する。③．有機化した水銀は魚貝類に蓄積される。魚貝類の水銀値が上昇する。

④．その魚貝類を食べた人に蓄積する。頭髪、血液、尿、臍帯などの水銀値が上昇する。

⑤．水俣病が発症する。この最終段階で「何が水俣病か」ということが問題になる。こ

れこそ、長いこと病像論として論争してきた問題であった（19）。すなわち、私たちは

「頭髪水銀が高いか、また、それに相当する汚染された状況証拠があれば（初期には水

銀が測定されていないことがあるため）四肢の手袋足袋状（Globe and stocking type）

の感覚障害が証明できれば水俣病（有機水銀の影響）と診断してよい」と主張してきた

（22）。これに対して行政と審査会の神経内科医は「感覚障害だけで水俣病と診断する

蓋然性は低い。したがって、視野狭窄か運動失調の組み合わせが必要である」として対

立した。その決着も最高裁判所の判決によって原告の主張が認められた。この新しい診

断基準よれば、カナダの先住民の居留地、多数の小規模の金採掘が行なわれているブラ

ジル、アマゾン川上流での汚染地区にはすでに水俣病が発生していることになる。国内

でこの病像問題に決着できなかったということが国際的にも水俣病病像に影響を与え

た（23,25）。それは日本の行政､研究者が水俣病の教訓を世界に活かす責任を果たして

いないということになる。 

微量汚染の胎児への影響 

１９８８年８月、ＩＰＣＳ（International Programme on Chemical Safety）は１つ 

の素案を示した。その中の重要な１つは胎児の安全性に関するものであった。３つの論

文が母親の頭髪水銀値が安全基準の５０ppm以下でも胎児に一定の影響を与える可能性

のあることを示唆していた。成人と胎児がその感受性において違うということは当然の

ことであるから、妊婦の場合は現在の魚の安全基準を引き下げようという素案であった。

この素案によると妊婦の場合は魚貝類の摂取量も基準値も半分以下に下げなくてはな

らなくなる。微量汚染の影響を否定し続けてきた日本政府はあわてて、学者を集めてこ

の素案に反対させた（13,26）。 

 その後、デンマークの Grandjean らはフェロー島で長期にわたる母と子の疫学調査 

を行った。７年目の結果ではいわゆる水俣でみられたような胎児性水俣病は見られなか

ったが、運動機能の一部（Finger tapping test）、注意、記憶、視覚空間、言語などの

機能に母親の頭髪水銀値の１０ppm 前後で有意差が見られた（27,28）。 

これを受けてＥＵ，ＥＰＡ（アメリカ）は妊婦の魚の摂取を制限し、メチル水 
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銀の摂取量を１日体重１キロ当たり０．１μｇ、頭髪水銀値１ppm と設定し、妊婦の魚

の摂取量を１日２５－３５ｇとした。 

 日本の厚生労働省は２００３年６月にバンドウイルカ、鯨、メカジキ、キンメダイな 

ど大型魚の妊婦の摂取量制限をやっと勧告した。ここでも日本の研究の立ち遅れと行政 

の消極的な姿勢が見られる。 

環境と「いのち」の循環 

環境汚染による食物連鎖を通じておこった有機水銀中毒という特異な発生のメカニ

ズムが水俣病の特徴であった（1,8）。それは人間は自然の循環の中に組み込まれた存在

であって、人間と自然は一体であって、対峙や並列の関係にない存在であることを示し

た。自然界においては最もちっぽけな生物であっても、魚貝類であってもこれらの生存

基盤は人類の生存基盤と同じであることを示した。決して、人間が中心で自然があるの

ではない。人間も自然もいずれも傷つき易い存在であることも示した。しかも環境汚染

による被害は生理的弱者（乳幼児､老人､病者など）に始まり、社会的弱者にひろがった

（8,16,25）。 

また、現代ではもはや、母親の胎盤は胎児を護ってくれないという人類の未来に対す

る警告をも示した。また、「豊かさ」とは何かという根源的な問いを発した。 

水俣病の発生の事実とその後の歴史的展開は「いのち」が単に個としての生物学的・

医学的現象としてのものでなく、社会的・伝統的・文化的なものであることを示した。 

水俣病事件は人間中心の自然観をはじめ医学、司法、政治、社会、文化などさまざま

な領域にさまざまな影響を与えたし、今なお、与え続けている。 

枠組み(装置)を超える 

 水俣病は高度技術化がもたらした「負の遺産」の典型である。技術・科学の進歩は二

〇世紀人類の生活に驚くべき利便性を獲得したが、一方で人類がかつて経験したことの

ないマイナスの負荷をも得た。これは高度技術化、専門化、細分化と共に構築されてき

た従来（既存）の枠組み（社会的な装置がはりめぐらされていること）の崩壊を意味し

ていないだろうか。そうだとすれば、既存の枠組みでの対応力や解決能力がもはや十分

でないことを意味する。それは従来の枠組みである分野別、専門別、国際間の壁を取り

払う重要性と必要性を示している。水俣病の悲劇はこれほど政治的・社会的・福祉的な

広範囲の問題を医学に、それも狭い枠組みに閉じ込めたことにある（9,25,29）。 

  現代私たちの周囲には学閥(大学の差)､領域別の壁、さらに生態学、生物学、衛生工

学、化学、法学、社会学、政治学などの多くの研究分野別の壁がある。問題を的確に捉

え、対策を立てるためには、これらの多数の壁を超える必要性があった。さらに超えな

くてはならない壁（枠組み）に「専門家」と「非専門家（素人）」がある。水俣病の場

合「非専門家」といわれた人々は当事者であって､実は現場に生きる「専門家」であっ

た（8,29）。 

病気を生活障害として多面的に捉えて、生活の質（ＱＯＬ）を考慮することが重要で
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ある。それを軽視してはいかなるケアーや福祉、司法救済も不十分なものになる。水俣

病は生活実態や体験に基いた生活障害を中心にした疾患概念の確立（変革）を要請して

いる。水俣病事件は人類にとって宝の山（負の遺産）である。にもかかわらず、水俣病

は過去のものとして忘却されそうな状況へと誘導されつつあった。しかし、また、３４

年ぶりに被害者たちのチッソ正面玄関前の座り込みが始まり、新たな訴訟が再び提起さ

れて振り出しに戻った感じである。それ程に水俣病事件は根深いものである。この壮大

な事件から私たちはさまざまなことを学ばなくてはならない。そして被害者の苦悩と痛

みの体験はぜひ、後世に残さねばならない。（25）。 
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